
名取市では毎月１回皆様のお宅に水道検針員が訪問し、水道メーター

の指針を確認しています。指針を確認したら、検針票「上下水道のご使

用量等のお知らせ」をその場で印刷して、ポストへ投函しています。

検針票で請求金額確認をされている方も多いと思いますが、ぜひご覧

いただきたいのは「ご使用水量」の欄です。

１か月でどのくらいの水を使用したのか、また昨年同時期の使用水量も

載っていますので比較して見ることもできます。

検針票はすぐに捨てずに何か月分かとっておいて見比べてみましょう。

家族の人数も水の使い方も変わっていないのに、数か月前から急に水量

が増えていたりしませんか？１か月だけ多かった、という場合は問題あ

りませんが、身に覚えのない水量が２か月、３か月と続くようならどこ

かで漏水しているかもしれません。

漏水していると、知らない間に使用水量が増え、水道

料金が高くなってしまう可能性があります。漏水の早期

発見のため、検針票は毎月確認するようにしましょう。

漏水が疑われる場合は水道事業所にご連絡下さい。

（宅内の蛇口や水道管、貯水槽の修繕はお客様の自己負

担となります。）

毎月水道事業所から届く納付書で銀行やコンビニで料金を納めていただいている方は、納付書を紛失してしま

うと納付することができなくなります。紛失した場合は再発行しますので水道事業所へご連絡下さい。

毎月銀行やコンビニへ行くのが大変だなあと感じたときは、スマホ決済アプリ「PayB（ペイビー）」を使えば

いつでもどこでも簡単に水道料金の納付が可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

令和２年８月号

水道豆知識 「納付書を紛失してしまったのですが」

毎月の検針にご協力をお願いします

検針票「上下水道のご使用量等のお知らせ」をご覧になっていますか？

〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80 名取市水道事業所水道総務係 電話 022-724-7136 

名取市ホームページ https://www.city.natori.miyagi.jp 水道事業所Twitter ＠natori_suidou

ご自宅の水道メーターがどこにあるかご存知でしょうか。正しい検針と検針員の安全のために、メーター周辺

をいつも検針しやすい状態にしていただきますよう、次のようなご協力をお願いします。

〇メーターボックスの上に物を置いたり、土砂で埋もれないようにしてください。

〇メーターボックス周辺の草木の除草や剪(せん)定を行ってください。また、内部

の掃除も定期的に行うようにしてください。

〇宅地内への出入り口やメーターボックス付近に犬などのペットが近づかないよう

にしてください。

検針等について何かお気づきの点があれば、水道事業所までご連絡ください。

水道マスコット
すいちゃん

一般的なメーターボックス
(開けると水道メーターが

入っています)

12345-02

名取市増田字柳田80

名取 太郎
検針番号[A1111-00]


